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１ 自立支援協議会とは？

障害者総合支援法第８９条の３第１項の規定に基づき、障害者等が自立した日
常生活又は社会生活を営むことができる地域社会の実現を目的とし、相談支援事

業をはじめとする地域における障害者等への支援体制の整備に関
し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、帯広市地域
自立支援協議会を設置する。

帯広市地域自立支援協議会では、障害者等の福祉に関する各般の問題について、
障害者等からの相談に応じ、情報の提供及び助言等の必要な支援を効果的に実施
するために、地域において障害者を支えるネットワークの構築が不可欠であるこ

とから、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等
を推進する。
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１ 自立支援協議会とは？

障害のある人が地域で暮らし続けるためにはどうしたら良いか、関係者が集まり

官民協働で考える場

帯広市地域自立支援協議会は、民間が行政に要望や陳情をする場で
はなく、行政と民間が対等な関係で、障害のある人もない人も平等に
暮らせる地域づくりを検討する場としています。
官民がお互いを尊重し合い、地域の課題を共有し、力を合わせて解

決を図る官民協働を基本としています。
そのためには、参加者が抱えるケースや地域の課題を参加者全員が

自らの課題として受け止め、ともに解決しよう、自分のところでは何
ができるのか、一歩でも前進しようというスタンスで協働していくこ
とが必要です。
協議会は、住民個々人の困り事や様々な意見が出される場であるこ

とから、参加者には守秘義務があります。
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２ 帯広市地域自立支援協議会 組織図

３ 権利擁護部会について（目的）
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帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」設置取扱基準（１目的）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条

第１項の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会の機能を担い、帯広市の行

政区域において、関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談

及び、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消す

るための取組を効果的かつ円滑に実施するとともに、障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）第35条の規定に

基づき、関係する行政機関、民間団体等との連携協力体制を築き、本市

における障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の保護及び自立の支

援等を適切に実施することを目的とする。



３ 権利擁護部会について（取組事項）
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帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」設置取扱基準（２取組事項）

ア 複数の機関等によって、紛争の防止や解決を図るべき事案の対応

イ 複数又は単独の構成機関等が対応した相談事例の共有

ウ 障害者差別に関する相談体制の整備

エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析・検討

オ 障害特性の理解及び障害者虐待防止に関する研修・啓発、取組の周知・発信

カ 障害者虐待防止に関する各機関及び団体の現状や課題等に関する情報交換、
協議及び検討

キ 障害者虐待の予防対策、早期発見、早期対応及び支援に関する情報交換、協議
及び検討

ク その他目的を達成するために必要な事項に関する協議、検討及び情報交換

３ 権利擁護部会について（会議の種類）
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帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」設置取扱基準（５会議）

部会には、代表者会議及び実務者会議を置き、会議は部会長が招集する。また、部会
長は、議事の内容により、構成員以外の関係機関、団体に所属する者を出席させるこ
とができる。

（１）代表者会議

代表者会議は、全構成員の参集により年１回以上開催し、障害者差別の解消や障害
者虐待の防止等に関する情報交換を行うほか、機関・団体等における相談事例や次
号の実務者会議における事案の共有等を行う。

（２）実務者会議

実務者会議は、複数の機関・団体等により解決する必要のある事案が発生した場合
又は構成員から課題解決などのため、会議の開催を求められた場合に開催することと
する。



３ 権利擁護部会について（その他の規定）
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帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」設置取扱基準（一部抜粋）

６ 障害者差別解消に関する相談体制の整備
（１）障害者及びその家族その他の関係者（以下「相談者」という。）からの相談に的
確に対応するための相談窓口を帯広市市民福祉部福祉支援室障害福祉課（以下
「障害福祉課」という。）並びに基幹相談支援センター（以下「支援センター」という。）
に設置する。

７ 事務局

（１）部会の運営に必要な事務を処理するため、障害福祉課並びに支援センター内に
事務局を置き、支援センターは障害福祉課と協議、連携して事務の処理に当たる。

８ 守秘義務

構成員及び会議に出席した関係者等は、正当な理由がある場合を除き、その知り得た
秘密を他に漏らしてはならない。構成員及び関係者等でなくなった場合も同様とする。

４ 相談事例等フロー図（相談窓口と会議の関係）

9

障害者差別に関する相談の場合

C 相談窓口 協議会事務局
⇒帯広市障害福祉課と十勝障
がい者総合相談支援センター

D 実務者会議
⇒複数の機関等により解決する
必要のある事案が発生した場
合など、必要とする構成員の参
集により実施する会議

E 代表者会議
⇒今回実施している会議



相談事例等フロー図

Ｃ　実務者会議

Ａ　虐待を受けた障害者を発見した者、または虐待を受けた障害者からの相談等

相談事案の共有、構成機関等における相談事例の共有、情報交換等

相談・通報・届出

行政

医療・保健

教育 当事者

福祉

法曹

構成員

帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」

・事案の共有、構成機関等における事例の共有、情報交換等

Ｄ 代表者会議

対応

個別の虐待相談

（厚労省発行「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」に従う）

・障害者虐待への早期対応を図るため、虐待事案に関連する課題等に関し、

検討を行う。

課題提起、開催要請

Ｂ 帯広市障害者虐待防止センター（帯広市障害福祉課）

・コアメンバー会議による虐待・緊急性の判断

・必要に応じ、事実確認・訪問調査

・支援、保護等の実施

報告

検討結果等報告

課題提起

４ 相談事例等フロー図（相談窓口と会議の関係）
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障害者虐待に関する相談の場合

B 帯広市障害者虐待防止センター
（帯広市障害福祉課）

C 実務者会議
⇒複数の機関等により解決する必要
のある事案が発生した場合など、必
要とする構成員の参集により実施す
る会議

D 代表者会議
⇒今回実施している会議



障害者差別に関する相談事例等フロー図

相談事案の共有、構成機関等における相談事例の共有、情報交換等

担当課、事業者等に相談しにくい

Ｃ　　相談窓口　　協議会事務局

Ｄ　実務者会議

課題解決に向けて協議、検討

適切な機関に「つなぐ」

どこに相談したらいいかわからない

Ａ　障がいを理由とする差別に関する相談・合理的配慮を求める相談

Ｂ　行政機関・民間事業者

適切な機関に「つなぐ」

複数の機関による連携が必要

地域に適切な機関がない
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報告

帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」
（障害者差別解消支援地域協議会の機能を担う）

相談事案の共有、構成機関等における相談事例の共有、情報交換等

取扱いについて協議・検討 事案の集約・整理
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障害者虐待に関する相談事例等フロー図

Ｃ　実務者会議

Ａ　虐待を受けた障害者を発見した者、または虐待を受けた障害者からの相談等

相談事案の共有、構成機関等における相談事例の共有、情報交換等

相談・通報・届出

行政

医療・保健

教育 当事者

福祉

法曹

構成員

帯広市地域自立支援協議会「権利擁護部会」

・事案の共有、構成機関等における事例の共有、情報交換等

Ｄ 代表者会議

対応

個別の虐待相談

（厚労省発行「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」に従う）

・障害者虐待への早期対応を図るため、虐待事案に関連する課題等に関し、検

討を行う。

課題提起、開催要請

Ｂ 帯広市障害者虐待防止センター（帯広市障害福祉課）

・コアメンバー会議による虐待・緊急性の判断

・必要に応じ、事実確認・訪問調査

・支援、保護等の実施

報告

検討結果等報告

課題提起


